
廃棄物・リサイクル対策に関する重点提言 
 

 廃棄物・リサイクル対策の充実強化を図るため、国は、特に次の事項につい

て積極的な措置を講じられたい。 

 

１．廃棄物処理施設の整備等について 

  ダイオキシン対策等を施した廃棄物焼却施設が老朽化するなど、多くの地

域で耐用年数を大幅に超える廃棄物処理施設が多数あり、適切なタイミング

で更新・改良を進める必要があることを踏まえ、国は、次の事項について積

極的な措置を講じられたい。 

（１）循環型社会形成推進交付金について、都市自治体に対し交付申請額が満

額交付されるよう、所要額を確実に確保すること。 

   廃棄物処理施設の整備をはじめ基幹的改良や修繕等に係る支援措置を更

に拡充させること。 

（２）廃棄物処理施設の解体撤去工事費について、解体のみの場合や跡地が廃

棄物処理施設以外に利用される場合等も循環型社会形成推進交付金の交付

対象とするなど、財政措置の拡充を図ること。 

 

２．循環型社会の形成推進について 

（１）リサイクルを更に推進するため、「川上から川下まで」トータルで取り組

む必要があるとの認識に立ち、特定の主体が全責任を負うことなく、各主

体が応分に責任を負担しつつ協働していく制度を構築すること。 

   その際、市町村にとって財源と人材に裏打ちされた制度とすること。 

（２）リサイクルできない品目だけをリストアップし、それ以外の品目すべて

をリサイクルすることとするなど、「簡素で分かりやすい」システムを検討

し、持続可能な制度を構築すること。 

（３）リサイクル率向上に配慮した再生利用が容易な製品設計を製造事業者に

義務付けるとともに、リサイクル費用について、前払い方式や製品価格へ

の上乗せを実施すること。 

 

３．家電リサイクル制度について 

（１）リサイクル費用については、製品購入時に支払う「前払い方式」に改め



ること。 

（２）不法投棄された廃家電製品の収集運搬処理、リサイクル費用については、

拡大生産者責任の原則に基づき、事業者が担う仕組みとすること。 

（３）義務外品の処理については、一般廃棄物扱いであるため市町村の責任と

されているが、効果的に進めるためには関係者が連携・協力して取り組む

必要があることを踏まえ、制度の前進・拡充に資する新たな方法を検討す

ること。 

（４）制度の対象品目を拡充すること。 

 

４．容器包装リサイクル制度について 

  拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化・明確化を図るととも

に、都市自治体と事業者等との役割分担及び費用負担を適切に見直すこと。 

  特に、都市自治体の収集運搬、選別保管に係る費用や負担を軽減すること。 


